
（目的）

（食品供給行程の各段階における適切な措置）

（国民の健康への悪影響の未然防止）   

（食品の安全性の確保に関する教育、学習等）
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第五条　食品の安全性の確保は、このために必要な措置

が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意

見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられるこ

とによって、食品を摂取することによる国民の健康への

悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、

行われなければならない。

第十九条　食品の安全性の確保に関する施策の策定

に当たっては、食品の安全性の確保に関する教育及

び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広

報活動の充実により国民が食品の安全性の確保に関

する知識と理解を深めるために必要な措置が講じら

れなければならない。

2020年

HACCPの義務化

全ての食品取扱い事業者

第一条　この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の

食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんが

み、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにする

とともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品

の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

◆　　食品安全基本法　抜粋　　◆

（平成15年法律第48号）

世界的には「GFSI」が

食品安全管理の

基本的な方針と

具体的な要求事項を

明確に定めている。

第四条　農林水産物の生産から食品の販売に至

る一連の国の内外における食品供給の行程（以

下「食品供給行程」という。）におけるあらゆ

る要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれが

あることにかんがみ、食品の安全性の確保は、

このために必要な措置が食品供給行程の各段階

において適切に講じられることにより、行われ

なければならない。
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